
台数 使用車両

４台 大型バス

２．２　使用する車両は、大型バスとし、運転手を含むものとする。

２．３　車両運行計画は、別紙のとおりとする。

２．４　契約相手方は、運転手に関わる経費、燃料費、有料道路使用料等、車両運行

に必要な一切の諸経費を負担するものとする。

２．５　天候等により運行計画が変更になった場合は、官側と調整するものとする。

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００条）

２．役務に関する要求

２．１　履行日、台数及び使用予定時間　次のとおりとする。

履行日 使用予定時間

令和６年５月１０日（金） ０７：３０～１７：３０

・道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

・道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）

・旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年運輸省令第４４号）

・旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、

身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき処置の基準を定める告示（平成

１７年国土交通省告示第５０３号）

１．３　引用文書　この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内

において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における

最新版とする。

法令等

大型バス 正座席４０人以上乗車出来る、車高３．５メートル以下のバス

ＧＨ市ヶ谷 ホテルグランドヒル市ヶ谷（東京都新宿区市谷本村町４－１）

明治記念館 明治記念館（東京都港区元赤坂２－２－２３）

１．　総則

１．１　適用範囲　本仕様書は、令和６年春の叙勲受章者に係る人員輸送について

適用する。

１．２　用語の定義　本仕様書においては、次の用語を使用する。

用語 定義

作成部
隊等名

航空幕僚監部人事教育部補任課

分品番号 仕　様　書　番　号

品　　　名
又は

件　　　名
人員輸送

空幕任LPS－X11－2

承　認 　令和　   ５年　 　 １０月　　 ６日

作　成 　令和　   ５年　 　 １０月　　 ６日

航　空　自　衛　隊　仕　様　書

仕様書の
種　　 類

内容による分類 役務仕様書

性質による分類 個別仕様書

改　正
　令和　   ６年　 　　 ４月　　 １日

　令和　  　 年　 　　　 月　　 　日



面により契約担当官と協議するものとする。

６．３　契約相手方は、この役務の履行にあたり知り得た事項について、この役務を

実施する目的以外に使用してはならない。また、業務実施上知り得た情報について守

秘義務を負うものとし、契約履行中及び契約終了後を問わず、他に漏らし又は利用し

てはならない。

５．　補償　本仕様書の役務履行にあたり、車両が事故又は故障により運行不能に陥

った場合は、速やかに監督官に通知するとともに契約相手方の責任において速やかに

代替車両を準備するものとする。

６．　その他

６．１　契約相手方は道路交通法を厳守し、安全運行を実施する。

６．２　契約相手方は、本仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合、速やかに書

３．１　契約相手方は、契約締結後速やかに自動車賠償損害保険及び任意保険の加入

状況がわかる書類を官側に提出し、確認をうけるものとする。なお、本役務を他者に

受け負わせる場合は、その事業者のものを提出すること。

３．２　基地内乗り入れ申請のため、契約相手方は申請に必要な事項を官側へ通知す

るものとする。（詳細は別途指示）

４．　監督検査　監督検査は関係契約条項及び契約担当官の定めるところによる。

契約相手方に通知するものとし、相手方は運行取消に応じること。

２．９　契約相手方は、国土交通省から発地又は着地を営業区域として許可されてい

ること。また、貸切バス事業者に業務を委託する場合は、発地又は着地を営業区域と

して許可されている貸切バス事業者を利用すること。

２．１０　バスに乗車する際に使用する踏み台を準備すること。

３　必要とする書類

２．６　契約相手方は、官側が用意する表示札をバス前面内側に掲示及び席札を座席

に配置するものとし、細部は官側の指示によるものとする。

２．７　到着時間を厳守すること。交通渋滞や通行止め等により、当初の経路では予

定時間に到着が困難な場合は、適宜最適な通路を選定すること。

２．８　官側は、天候不良等により運行の取り消しを要する事態が発生したときは、

件　　名 人員輸送



日 内容
07:30 着
08:25 発

08:40 着
10:45 発

11:00 着
12:15 発

12:45 着
15:30 発

16:00 着
16:20 発

16:35 着 ＧＨ市ヶ谷

車両運行計画（大型バス）

時間 備　　考

2024
5/10
（金）

明治記念館
明治記念館
●東京都港区元赤坂2-2-23
℡：03-3403-1171

防衛省
防衛省
●東京都新宿区市谷本村町5-1

℡：03-3268-3111

明治記念館

皇居
皇居　坂下門
皇居　乾門
●東京都千代田区千代田1-1

明治記念館

ＧＨ市ヶ谷
●東京都新宿区市谷本村町4-1

℡：03-3268-0111


